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○
国
土
交
通
省
令
第
五
十
七
号

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
八
条
の
三
第
九
項
及
び
第
四
十
九
条
並
び
に

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
第
七
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
七
月
三
十
一
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

国
土
交
通
省
関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
規
則

（
利
用
料
金
の
額
の
公
告
の
方
法
）

第
一
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
の
三
第
九
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る

方
法
は
、
特
定
道
路
公
社
（
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
道
路
公
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
定
款
に
定
め
る

方
法
と
す
る
。

（
対
価
と
併
せ
て
特
定
道
路
公
社
の
業
務
に
要
す
る
費
用
を
償
う
収
入
の
範
囲
）

第
二
条

構
造
改
革
特
別
区
域
法
施
行
令
（
次
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で

定
め
る
収
入
は
、
料
金
（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
料

金
で
あ
っ
て
、
認
定
公
社
管
理
道
路
運
営
事
業
（
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
公
社
管
理
道
路
運

営
事
業
を
い
う
。
）
を
開
始
す
る
日
の
前
日
ま
で
に
お
け
る
当
該
公
社
管
理
道
路
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
社
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管
理
道
路
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
通
行
又
は
利
用
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
、
割
増
金
、
占

用
料
、
連
結
料
、
負
担
金
、
手
数
料
、
延
滞
金
そ
の
他
の
当
該
公
社
管
理
道
路
に
係
る
地
方
道
路
公
社
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
業
務
に
係
る
収
入
（
法
第
二
十
八
条
の
三
第
十
項
に
規
定
す
る

対
価
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
道
路
事
業
損
失
補
塡
引
当
金
）

第
三
条

令
第
五
条
第
四
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
損
失
補
塡
引
当
金
は
、
地
方
道
路
公
社
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
五
年
建
設
省
令
第
二
十
一
号
）
第
八
条
第
三
項
の
道
路
事
業
損
失
補
塡
引
当
金
と
し
、
そ
の
額
の
基
準

は
、
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
の
承
認
を
受
け
て
特
定
道
路
公
社
が
定
め
る
。

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
規
則
等
を
適
用
す
る
場
合
の
読
替
え
）

第
四
条

特
定
道
路
公
社
が
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一

年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
社
管
理
道
路
運
営
権
（
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
に

規
定
す
る
公
社
管
理
道
路
運
営
権
を
い
う
。
）
を
設
定
し
た
場
合
に
お
け
る
道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭

和
三
十
一
年
建
設
省
令
第
十
八
号
）
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
法
第
二
十
四
条
第

三
項
の
認
可
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
八
条
の
三
第

十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
認
可
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以

外
の
部
分
中
「
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
（
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
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利
用
料
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
中
「
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
認
可
」
と
あ
る

の
は
「
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
二
十
四
条
第
三
項
の
認
可
」
と
、
同
項
第
一

号
中
「
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
、
同
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
規
定
中
「
料
金
の
」
と
あ
る
の

は
「
利
用
料
金
の
」
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
有
料
道
路
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
を
使
用
す
る
料
金
徴
収
事
務
の
取
扱
い
に
関
す
る
省

令
（
平
成
十
一
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
令
第
一
条
中
「
道
路
整
備
特
別
措
置

法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
料
金
（
以
下
「
料
金
」
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
「

構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
（

以
下
「
利
用
料
金
」
と
い
う
。
）
」
と
、
「
料
金
の
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
の
」
と
、
同
令
第
二
条
第
一
項
中

「
法
第
二
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
項
」
と
、

「
料
金
の
徴
収
を
し
よ
う
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
十
八
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
社

管
理
道
路
運
営
権
者
（
同
項
に
規
定
す
る
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
利
用
料
金
を
収
受

さ
せ
よ
う
」
と
、
同
令
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
料
金
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
」
と
、
同
項
各

号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
料
金
を
徴
収
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
社
管
理
道
路
運
営
権
者
に
利
用
料
金
を
収
受
さ
せ

る
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
料
金
を
」
と
あ
る
の
は
「
利
用
料
金
を
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
料
金
が
」
と
あ
る
の

は
「
利
用
料
金
が
」
と
す
る
。
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（
権
限
の
委
任
）

第
五
条

法
第
二
十
八
条
の
三
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委

任
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
及
び
構
造
改
革
特
別
区
域
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七
年
法

律
第
五
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
七
年
八
月
三
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


